
平 成 ２ ９ 年　　第 ４ 回 甲 賀 市 議 会 定 例 会　　提 出 議 案

（平成２９年８月２３日）

　　案　　　件　　　名　　　及　　　び　　　要　　　旨

議案第 73 号

歳入決算額４２，５３２，７８３，４６６円に対し、歳出決算額４１，３０
６，８６９，９３７円で、歳入歳出差引額１，２２５，９１３，５２９円。

議案第 74 号

歳入決算額１０，０２０，６９９，１２０円に対し、歳出決算額９，７２
２，７５６，４６０円で、歳入歳出差引額２９７，９４２，６６０円。

議案第 75 号

歳入決算額１，８３８，８１９，７３５ 円に対し、歳出決算額１，８１
８，６３５，１２９円で、歳入歳出差引額２０，１８４，６０６円。

議案第 76 号

歳入決算額６，９６８，６５０，６３０円に対し、歳出決算額６，６３６，
７３５，５６５円で、歳入歳出差引額３３１，９１５，０６５円。

議案第 77 号

歳入決算額５，６３３，９７５円に対し、歳出決算額３，３４３，２１５円
で、歳入歳出差引額２,２９０，７６０円。

議案第 78 号

歳入決算額２１，２８６，７６６円に対し、歳出決算額２１，２７７，５１
２円で歳入歳出差引９，２５４円。

議案第 79 号

収益的収支の収入決算額８２８，５５５，８３９円に対し、支出決算額９０
９，００４，２４９円。資本的収支の収入決算額３６，０７８，０００円に
対し、支出決算額５７，９６０，４７６円。

議案第 80 号

収益的収支の収入決算額３１億１，２３７万４７１円に対し、支出決算額２
６億９，２２５万５，０９０円。資本的収支の収入決算額４億７，１０９万
５，６２８円に対し、支出決算額９億７，００７万７，６６６円。

議案第 81 号

収益的収支の収入決算額２１１，７７１，０７６円に対し、支出決算額２０
４，１０６，１５５円。資本的収支の収入決算額１４，４１８，９７７円に
対し、支出決算額４，８２３，８５０円。

議案第 82 号

収益的収支の収入決算額２９７，７７１，８１０円に対し、支出決算額３０
０，１７９，８７４円。資本的収支の支出決算額３，３５３，４５５円。

議案第 83 号

収益的収支の収入決算額４１億５，６７９万８，８１４円に対し、支出決算
額３９億１，０９９万６，６７９円。資本的収支の収入決算額１６億５，８
４８万９，４１８円に対し、支出決算額２７億８，７７６万４，１８８円。

平成２８年度甲賀市一般会計歳入歳出決算の認定を求めることについて

平成２８年度甲賀市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定を求めることに
ついて

平成２８年度甲賀市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めること
について

平成２８年度甲賀市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについ
て

平成２８年度甲賀市土地取得事業特別会計歳入歳出決算の認定を求めることに
ついて

平成２８年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算の認定を求め
ることについて

平成２８年度甲賀市病院事業会計決算の認定を求めることについて

平成２８年度甲賀市水道事業会計決算の認定を求めることについて

平成２８年度甲賀市診療所事業会計決算の認定を求めることについて

平成２８年度甲賀市介護老人保健施設事業会計決算の認定を求めることについ
て

平成２８年度甲賀市下水道事業会計決算の認定を求めることについて



報告第 6 号

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項
の規定により、平成２８年度健全化判断比率及び資金不足比率を報告するも
の。

報告第 7 号

信楽高原鐵道株式会社の平成２８年度の事業報告及び財務諸表、並びに平成
２９年度の事業計画及び収支予算について、地方自治法第２４３条の３第２
項の規定に基づき報告するもの。

報告第 8 号 有限会社グリーンサポートこうかの経営状況の報告について

有限会社グリーンサポートこうかの平成２８年度の事業報告及び財務諸表、
並びに平成２９年度の事業計画及び収支予算について、地方自治法第２４３
条の３第２項の規定に基づき報告するもの。

報告第 9 号 一般財団法人土山町緑のふるさと振興会の経営状況の報告について

一般財団法人土山町緑のふるさと振興会の平成２８年度の事業報告及び財務
諸表、並びに平成２９年度の事業計画及び収支予算について、地方自治法第
２４３条の３第２項の規定に基づき報告するもの。

報告第 10 号 公益財団法人甲賀創建文化振興事業団の経営状況の報告について
公益財団法人甲賀創健文化振興事業団の平成２８年度の事業報告及び財務諸
表、並びに平成２９年度の事業計画及び収支予算について、地方自治法第２４
３条の３第２項の規定に基づき報告するもの。

報告第 11 号 公益財団法人あいの土山文化体育振興会の経営状況の報告について

公益財団法人あいの土山文化体育振興会の平成２８年度の事業報告及び財務
諸表、並びに平成２９年度の事業計画及び収支予算について、地方自治法第
２４３条の３第２項の規定に基づき報告するもの。

報告第 12 号

株式会社あいコムこうかの平成２８年度の事業報告及び財務諸表、並びに平
成２９年度の事業計画及び損益計画について、地方自治法第２４３条の３第
２項の規定に基づき報告するもの。

報告第 13 号 議会の委任による専決処分の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

平成２９年４月１５日、滋賀県甲賀市水口町名坂地先の市道名坂・中邸線に
おいて、舗装の窪みに起因する事故により、相手方の自動車を破損させたこ
とによる損害賠償の額を定めることについて報告するもの。

報告第 14 号 議会の委任による専決処分の報告について

（和解及び損害賠償の額を定めることについて）

平成２９年６月１２日、滋賀県甲賀市甲南町深川地先の市道葛木希望ヶ丘線
において、舗装の隆起に起因する事故により、相手方の自転車を破損させた
ことによる損害賠償の額を定めることについて報告するもの。

議案第 84 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の推薦につき、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき意
見を求めるもの。

議案第 85 号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて

人権擁護委員の推薦につき、人権擁護委員法第６条第３項の規定に基づき意
見を求めるもの。

議案第 86 号

甲賀市役所水口庁舎を統合庁舎とするため、甲賀市役所の位置を定める条例
の一部を改正するもの。

平成２８年度甲賀市健全化判断比率及び資金不足比率の報告について

信楽高原鐵道株式会社の経営状況の報告について

株式会社あいコムこうかの経営状況の報告について

甲賀市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例の制定について



議案第 87 号 甲賀市税条例等の一部を改正する条例の制定について

地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律（平成２９年法律第
２号）が平成２９年３月３１日に公布され、同年４月１日から施行されたこ
とに伴い、甲賀市税条例等の一部を改正するもの。

議案第 88 号  甲賀市児童クラブ条例の一部を改正する条例の制定について

伴谷児童クラブの移設に伴い、所在地番を変更するため、甲賀市児童クラブ
条例の一部を改正するもの。

議案第 89 号 甲賀市教育研究所条例の一部を改正する条例の制定について

教育研究所が水口庁舎に移転することに伴い、所在地番を変更するため、甲
賀市教育研究所条例の一部を改正するもの。

議案第 90 号 平成２９年度甲賀市一般会計補正予算（第２号）

額が確定した普通交付税や臨時財政対策債のほか、前年度決算に基づく繰越
金や基金積立金、寄附金を財源とする備品購入、国県補助採択に伴う事業、
水口体育館の整備など緊急に対応が必要な事業について、歳入歳出それぞれ
１，２９７，５６３千円を追加し、歳入歳出予算総額を４０，７７８，４８
２千円とするもの。

議案第 91 号 平成２９年度甲賀市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

平成２８年度決算による繰越金の確定、後期高齢者支援金及び介護納付金等
の額の確定に伴い、歳入歳出予算からそれぞれ９０，２９２千円を減額し、
歳入歳出予算総額を１０，１１９，７０８千円とするもの。

議案第 92 号 平成２９年度甲賀市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

平成２８年度決算による繰越金の確定、後期高齢者医療広域連合負担金の増
額等に伴い、歳入歳出予算にそれぞれ２０，１７４千円を追加し、歳入歳出
予算総額を１，８９９，１７４千円とするもの。

議案第 93 号 平成２９年度甲賀市介護保険特別会計補正予算（第1号）

平成２８年度決算による繰越金の確定等に伴い、歳入歳出予算にそれぞれ３
３０，９１５千円を追加し、歳入歳出予算総額を７，３１９，９１５千円と
するもの。

議案第 94 号 平成２９年度甲賀市土地取得事業特別会計補正予算(第１号)

平成２８年度決算による繰越金の確定に伴い、歳入歳出予算にそれぞれ２,
２９０千円を追加し、歳入歳出予算総額を６，３９４千円とするもの。

議案第 95 号 平成２９年度野洲川基幹水利施設管理事業特別会計補正予算（第１号）

平成２８年度決算による繰越金の確定、管理事業補助金の増額等により、歳
入歳出予算にそれぞれ３，４４２千円を追加し、歳入歳出予算総額を２４，
７２８千円とするもの。

議案第 96 号 財産の処分につき議決を求めることについて

甲賀市甲賀町神字上ノ前２２８２番の土地を地縁団体神区に無償譲渡するこ
とについて、地方自治法第９６条第１項第６号の規定に基づき、議決を求め
るもの。


